
平成２７年８月１１日 

スポーツ推進担当部 

 

世田谷区スポーツ施設整備方針（素案）について 

 

（付議の要旨） 

世田谷区のスポーツ施設整備の考え方を示すものとして「世田谷区スポーツ施設整備

方針」の策定を進めているが、その素案をまとめたので報告する。 

 

１．主旨 

世田谷区基本計画の公共施設整備方針を踏まえ、世田谷区スポーツ推進計画（平成

２６年３月策定）の重点的な取組みの一つである「場の整備」の実現を目指し、平成

２８年度から平成３５年度までの８年間に取り組むべきスポーツ施設整備の判断材

料となる役割を果たす「世田谷区スポーツ施設整備方針」を策定するため、その素案

をまとめたので報告する。 

 

２．世田谷区スポーツ施設整備方針の考え方 

（１）世田谷区スポーツ推進計画の目標である「成人の週１回以上のスポーツ実施率 

６５％以上」を実現するため、スポーツ推進計画の重点的な取組みの一つである「場

の整備」を一層推進できるよう、より具体的な考え方を明確にした方針とする。 

（２）地域特性やスポーツ施設の配置バランス、関係計画等との整合及び各種制度の活

用による財政負担の軽減、大学・民間施設等との連携強化の視点を踏まえたうえで

取り組む。 

 

３．方針の期間 

   平成２８年４月から平成３６年３月までの８年間 

 

４．方針の内容 

   別紙「世田谷区スポーツ施設整備方針（素案）概要版」及び「世田谷区スポーツ

施設整備方針（素案）」のとおり 

  ＜取組み１＞ 適正なスポーツ施設の配置 

    区立スポーツ施設を拠点スポーツ施設、地域スポーツ施設、地区スポーツ施設

に体系化し、それぞれの機能分担等を踏まえた施設整備に取り組み、適切なスポ

ーツ施設の配置を目指す。 

  ＜取組み２＞ スポーツ施設の機能充実 

    誰もが安全、安心して利用できるよう、適正な維持保全、予防保全に努めると

ともに、環境に配慮した施設整備や災害時に適切に対応できるスポーツ施設の機

能充実を目指す。 

  ＜取組み３＞ 合理的で質の高い管理運営 

    管理運営の効率化、施設の最適化を図るとともに、利用者の利便性の向上、施

設の有効活用等による利用拡大など、合理的で質の高い管理運営を目指す。 

 

５．今後のスケジュール 

  平成２７年 ９月 ２日 区民生活常任委員会報告（素案） 

        ９月１５日 「区のおしらせ」区民意見募集開始 

裏面あり 



平成２８年 １月１４日 政策会議報告（案） 

         ２月上旬  区民生活常任委員会報告（案） 

        ３月末   世田谷区スポーツ施設整備方針の策定 


